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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　磁気共鳴とＸ線の画像処理を用いる患者の頭部の画像処理で使用するための装置であっ
て、
　前記装置は、
　患者支持テーブル（１０）と、
　患者の一部の画像を得るための磁気共鳴画像処理システムと、
　Ｘ線画像処理システム（４）を含み、
　患者支持テーブル（１０）は、
　画像処理室で固定位置に取り付けられるための患者支持テーブルの基部（１１）と、
　患者が画像処理のために体の一部をさらす部分に横たわることができる上部患者支持部
分（１２）であって、患者支持テーブルの基部（１１）に対して制御して動かすことがで
きるように取り付けられた、上部患者支持部分（１２）を含み、
　前記磁気共鳴画像処理システムは、
　磁石の磁場を制御するおよび変えるための制御システムで用いられるための磁石（３）
を含み、
　前記磁石（３）は、上部患者支持部分（１２）が患者支持テーブルの基部（１１）上で
支持されている間の磁気共鳴画像処理位置と、上部患者支持部分（１２）が磁石の磁場の
外になるような距離だけ磁石が上部患者支持部分（１２）から取り除かれる遠隔位置（１
Ａ）との間で磁石が動くことができるように配された磁石部分に取り付けられ、
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　前記Ｘ線画像処理システム（４）は、
　Ｘ線トランスミッタ（６）、
　Ｘ線レシーバー（７）、
　Ｘ線支持部（５）を含み、
　Ｘ線源とＸ線レセプターは画像処理領域を定義するように配され、
　Ｘ線画像処理システムは、患者支持テーブル（１０）に対して動かされるように取り付
けられ、
　患者支持テーブルは、患者の頭部のための頭部ホルダ（２０）を含み、
　頭部ホルダは、
　上部患者支持部分（１２）の端部を係合するための取り付け部分（２２）、
　患者の頭部を係合するための取り付け点（３２）と前記点の間隔を調節するための調節
装置（３１）とを有する頭部クランプ（２８）、
　患者の頭部を異なる位置に動かすために、頭部クランプを取り付け部分の異なる位置に
動かすための調節結合部（２６）を備え、
　頭部ホルダ（２０）と上部患者支持部分（１２）は、ＭＲ適合性の１以上の材料から作
られ、
　頭部ホルダ（２０）と上部患者支持部分（１２）は、その各々が１０ｍｍの厚さのサン
プルについて、１０ｍｍ未満のアルミニウム等量を有する１以上の材料から作られ、
　画像が作られる際に磁気共鳴画像処理システムの画像領域に構造的な支持部品があるこ
とによって、画像内に任意の目に見える特定可能な歪みが発生しないように、頭部ホルダ
（２０）と上部患者支持部分（１２）は配される、装置。
【請求項２】
　頭部ホルダ（２０）と上部患者支持部分（１２）は、異なる物理的特徴を有する２つの
異なる材料から形成される、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　材料の１つがより硬く、２つの別の部分が隣接する摩耗部品を形成するために使用され
る、請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　材料の１つがより堅く、伸張可能なバーを形成するために使用される、請求項２または
３に記載の装置。
【請求項５】
　頭部ホルダ（２０）と上部患者支持部分（１２）は、異なる物理的特徴を有する３つの
異なる材料で形成され、第１の材料は伸張可能なバーを形成するために選択され、第２の
材料は前記バーの機械加工された端部を形成するために選択され、および、第３の材料は
前記端部に取り付けられる摩耗部品を形成するために選択される、請求項１乃至４のいず
れか１つに記載の装置。
【請求項６】
　材料の１つは、ガラス繊維基板と組み合わせたエポキシ樹脂である、請求項５に記載の
装置。
【請求項７】
　ガラス繊維基板と組み合わせたエポキシ樹脂系は、頭部ホルダ（２０）と上部患者支持
部分（１２）の機械加工部分に使用される、請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　材料の１つは、ガラス繊維を使用する任意の繊維強化材を備えたポリフェニレンサルフ
ァイドである、請求項５乃至７のいずれか１つに記載の装置。
【請求項９】
　ガラス繊維を使用する任意の繊維強化材を備えた前記ポリフェニレンサルファイドは、
摩耗部品を形成するために使用される、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　材料の１つは、必要な部材を形成するためにポリウレタンまたはポリメタクリルイミド



(3) JP 5531371 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

フォーム形状であり、その外面上は、熱硬化性樹脂でコーティングされたアラミド繊維で
形成された層で覆われている、請求項５乃至９のいずれか１つに記載の装置。
【請求項１１】
　アラミド繊維で形成された層で外面を覆われているフォーム形状が用いられる、請求項
１０に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、患者の磁気共鳴（ＭＲＩ）とＸ線による画像処理に使用するための支持部
品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＭＲＩでは、典型的には超伝導を示す高い界磁石がトーラス配位（ドーナツのように）
で並べられ、テーブル上の磁石内部に患者を横たわらせ、磁場は、パルス状で順番に並べ
られた磁場と電磁場とが画像を生成するために身体を調査することを可能にし、その画像
によって、訓練された放射線専門医は患者の生体構造を高確率で測定することができる。
ＭＲＩは、異なる組織の種類間の優れた差異すらも提供するために、患者に導入される造
営剤を使用して行なわれることがしばしばある。ＭＲＩ技術は、異なる疾患、例えば、腫
瘍の解剖学的位置の検知に非常に優れている。
【０００３】
　１９９８年４月７日に発行された特許文献１（Ｈｏｕｌｔ　ｅｔ　ａｌ）では、磁石が
患者と系の他の構成要素に対して移動可能な医療手技が開示されている。可動磁石システ
ムは、手術中のＭＲＩによる画像処理が神経外科患者でより容易に生成されることを可能
にし、肝臓、胸、脊椎、および、心臓の外科患者に対するさらなる用途を有する。
【０００４】
　本出願人の公開された特許文献２（公開日２００７年１２月２７日、発明の名称「ＲＯ
ＴＡＴＡＢＬＥ　ＩＮＴＥＧＲＡＴＥＤ　ＳＣＡＮＮＥＲ　ＦＯＲ　ＤＩＡＧＮＯＳＴＩ
Ｃ　ＡＮＤ　ＳＵＲＧＩＣＡＬ　ＩＭＡＧＩＮＧ　ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮＳ」）では、
磁石の追加の回転運動が許可された上記の特許の改善点が開示されている。
【０００５】
　走査システムは、患者を１つの画像処理システムから他の画像処理システム、例えば、
可動テーブル上に移すことによって、患者をＸ線画像処理システムからＭＲ画像処理シス
テムへと移動させることで知られている。ＭＲスキャナはＸ線を使用して得られた情報に
相補的な情報を提供するために使用される。ＭＲスキャナは、例えば、介入後評価を行な
うと同様に介入前に基礎評価を行なうために使用可能である。そのような評価は、心臓ま
たは脳の潅流と生存率に関する研究を含むこともある。
【０００６】
　ともにフィリップスによる、１９９８年２月３日に発行された特許文献３（Ｍｅｕｌｅ
ｎｂｒｕｇｇｅ）と、関連特許である特許文献４は、Ｘ線システムとＭＲＩシステムの組
み合わせを示している。該システムは手術中の使用のためのものではなく、磁石はシリン
ダーではない。磁石は動かない。Ｘ線は図２において左右に移動する。患者は図１におい
て移動する。
【０００７】
　２０００年８月８日に日立に対して発行された特許文献５（Ｋａｗａｓａｋｉ）は、同
じ位置で同時に作動するＸ線およびＭＲＩと、干渉を回避するために指定時刻に作動する
やり方で、それらを操作する方法とを提供する。しかしながら、機械の存在が患者へのア
クセスを制限するため、この配置は医療チームによる介入には適していない。
【０００８】
　２００２年５月７日に発行されたシーメンスの特許文献６（Ｂａｃｈｕｓ）は、Ｘ線写
真による血管撮影システムがＭＲシステムと協同する、いわゆる血管－ＭＲシステムを開
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示している。１つの位置のＸ線システムからＭＲＩに別の位置のＭＲＩまで患者を移動さ
せる、可動式の患者テーブルが提供される。
【０００９】
　２００６年１０月２６日に公開されたシーメンスの特許文献７（Ｄｅｓｈ）は、ＭＲＩ
とＸ線を使用した心臓病の診断と処置に関連する。これは診断を分析するために画像を組
み合わせる方法を対象にしている。
【００１０】
　２００５年１２月１３日にリーランド・スタンフォード大学に対して発行された特許文
献８（Ｐｅｌｃ）は、ＭＲＩシステムの磁場で使用するための改良型のＸ線管を提供する
。
【００１１】
　２００４年１１月２日にリーランド・スタンフォード大学に対して発行された特許文献
９（Ｆａｈｒｉｇ）は、Ｘ線システムによって引き起こされたＭＲＩの磁場の摂動が補償
される関連のシステムを開示している。
【００１２】
　２００３年１２月２日に発行されたシーメンスの特許文献１０（Ｓｋｌｅｂｉｔｚ）は
、ＭＲＩの磁場を生成するコイル用の電流が、Ｘ線システムの領域における漂遊磁場を減
少させるために計算されたレールシステムを開示している。
【００１３】
　１９９９年２月２日に発行されたＳＤＧＩ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓの特許文献１１（Ｔｕｉ
ｔｅ）は、ＭＲＩとＸ線の画像処理の手順の間、患者の身体を噛み合わせて保持するため
のデバイスを開示している。
【００１４】
　１９８６年６月１７日にリーランド・スタンフォード大学に対して発行された特許文献
１２（Ｓｍｉｔｈ）は、ＭＲｌシステムを提供する。
【００１５】
　１９９２年３月３１日に発行された特許文献１３（Ｈａｒｄｙ）は、異なる画像診断法
からの画像を組み合わせることに関し、主としてＸ線およびＮＭＲなどの画像を組み合わ
せるためのソフトウェアに関する。
【００１６】
　２００４年６月２２日にＥｌｇｅｍｓに対して発行された特許文献１４（Ｈｅｆｅｔｚ
）は、共通の位置から一定間隔を置いた位置までの回転運動のための共通のレールシステ
ムに取り付けられた、ＣＴとＭＲＩなどの２つの画像処理システムを開示している。
【００１７】
　１９９４年３月８日にＧＥに対して発行された特許文献１５（Ｃｌｉｎｅ）は、ＭＲＩ
を使用して熱が検知される患者の熱処理システムを開示している。
【００１８】
　２００５年１１月１日にフィリップスに対して発行された特許文献１６（ＤｅＳｉｌｉ
ｔｓ）は、患者の共通の走査のための共通の位置から一定間隔を置いた位置までの回転運
動のための共通のレールシステムに取り付けられた、ＣＴとＰＥＴなどの２つの画像処理
システムを開示している。
【００１９】
　１９９１年４月４日に公開されたＭｕｌｌｅｒの特許文献１７は、レーザー凝固定位シ
ステム（ａ　ｌａｓｅｒ　ｃｏａｇｕｌａｔｉｏｎ　ｓｔｅｒｅｏｔａｃｔｉｃ　ｓｙｓ
ｔｅｍ）を使用するＮＭＲ装置を開示している。
【００２０】
　東芝の特許文献１８は、Ｘ線システムとＭＲＩシステムの組み合わせを示す。この出願
は日本でのみ提出され、一見したところでは荒削りなシステムを提供する。
【００２１】
　１９９２年６月３０日に日本のＲｅｓ　Ｄｅｖ　Ｃｏｒｐによって公開された特許文献
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１９は、共通の装置でのＭＲＩとＸ線の使用を開示している。
【００２２】
　上記のタイプの組み合わされた画像処理システムの構成要素とともに使用するために設
計されなければならない１つの要素は、患者の支持テーブルのそれと、ＭＲおよびＸ線の
画像処理の手順の間に使用される、支持を提供するための構成要素である。
【００２３】
　典型的には、画像処理および外科以外の介入の間、患者は、たんなるテーブルであるか
、または、頭部あるいは他の四肢を保持するための延長部を備えるテーブルである、適切
な支持表面上に横たわる。
【００２４】
　しかしながら、外科手術中には、多くの場合、画像処理の間、および、画像処理の後の
処理の間に、患者の頭部などの身体部分を固定して保持する構造的な支持部品を提供する
必要がある。
【００２５】
　Ｘ線画像処理システムで使用される際、そのような構造的な支持部品は、Ｐｒｏ－Ｍｅ
ｄ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ　Ｉｎｃ，　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ　ａｎｄ　Ｄｉｓ
ｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓによって供給されるＮ
ｏｖｏｔｅｘとして一般に知られている材料から形成されたり、綿繊維によって強化され
たフェノール樹脂で作られたりするのが一般的である。これが選択されるのは、アルミニ
ウム等価係数とされるＸ線の低吸収因子をそれが有しているからであり、これは１０ｍｍ
の材料に対してほぼ約４ｍｍであるのが一般的である。通常、デバイスは、アルミニウム
等価係数を８～１０ｍｍとして、２５～３０ｍｍと同じ程度の厚い材料を必要とする。
【００２６】
　特にＮｏｖｏｔｅｘ材料を含むそのような材料は、磁場に配置可能なように非強磁性で
あり、無線周波電磁界には影響を与えないように非導電性であるという意味で、ＭＲに適
合するとみなされている。Ｎｏｖｏｔｅｘは、当然のことながらＭＲとＸ線の画像処理の
両方で使用される構造物にＮｏｖｏｔｅｘが使用可能なように、強度と硬度とを含む必要
とされる適切な物理的特徴も提供する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２７】
【特許文献１】米国特許第５，７３５，２７８号
【特許文献２】ＰＣＴ出願第ＷＯ０７１４７２３３Ａ１号
【特許文献３】米国特許第５，７１３，３５７号
【特許文献４】米国特許第５，８０７，２５４号
【特許文献５】米国特許第６，１０１，２３９号
【特許文献６】米国特許第６，３８５，４８０号
【特許文献７】米国特許出願第２００６／０２３９５２４号
【特許文献８】米国特許第６，９７５，８９５号
【特許文献９】米国特許第６，８１２，７００号
【特許文献１０】米国特許第６，６５８，０８５号
【特許文献１１】米国特許第５，８６５，７８０号
【特許文献１２】米国特許第４，５９５，８９９号
【特許文献１３】米国特許第５，０９９，８４６号
【特許文献１４】米国特許第６，７５４，５１９号
【特許文献１５】米国特許第５，２９１，８９０号
【特許文献１６】米国特許第６，９６１，６０６号
【特許文献１７】独国特許出願第３９　３１　８５４号
【特許文献１８】日本国出願第０５３４４９６４号
【特許文献１９】日本特許出願第４１８３４４６号
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２８】
　本発明の１つの目的は、上に記載されたタイプのＭＲとＸ線を組み合わせた画像処理シ
ステムで使用可能な支持部品を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２９】
　本発明の第１の態様によれば、磁気共鳴とＸ線の画像処理を用いる、患者の一部の画像
処理で使用するための構造的な支持部品が提供され、
　構造的な支持部品は、各々が１０ｍｍのサンプルに対して１０ｍｍ未満の厚さのアルミ
ニウム等価係数を有する、１つ以上の材料から形成され、
　構造的な支持部品は、磁気共鳴画像処理システムの画像処理領域に構造的な支持部品が
存在することで、画像を生成する際に、画像内に任意の視覚で確認できる歪みが生成され
ることがないように、配列されている。
【００３０】
　アルミニウム等価係数は８ｍｍが好ましく、ほぼ５～６ｍｍ程度であるのがさらに好ま
しい。
【００３１】
　好ましくは、部品は、異なる物理的特徴を有する２つの異なる材料から形成される。
【００３２】
　好ましくは、材料のうちの１つは、より硬く、２つの別の部品が隣接する摩耗部品を形
成するために使用される。
【００３３】
　好ましくは、材料のうちの１つは、より堅く、伸張可能なバーを形成するために使用さ
れる。
【００３４】
　好ましくは、部品は、異なる物理的特徴を有する３つの異なる材料で形成され、第１の
材料は伸張可能なバーを形成するために選択され、第２の材料はバーの機械加工された端
部を形成するために選択され、および、第３の材料は端部に取り付けられる摩耗部品を形
成するために選択される。
【００３５】
　好ましくは、材料の１つは、ガラス布基板と組み合わせたエポキシ樹脂である。
【００３６】
　好ましくは、前記ガラス布基板と組み合わせたエポキシ樹脂系は、部品の機械加工部分
に使用される。
【００３７】
　好ましくは、材料の１つは、ガラス繊維を使用する任意の繊維強化材を備えたポリフェ
ニレンサルファイドである。
【００３８】
　好ましくは、ガラス繊維を使用する任意の繊維強化材を備えたポリフェニレンサルファ
イドは、摩耗部品を形成するために使用される。
【００３９】
　好ましくは、材料の１つは、必要な部材を形成するためにポリウレタンフォーム形状で
あり、その外面上は、熱硬化性樹脂でコーティングされたアラミド繊維で形成された層で
覆われている。
【００４０】
　好ましくは、アラミド繊維で形成された層で外面を覆われているポリウレタンフォーム
形状は、伸張可能なバーを形成するために使用される。
【００４１】
　本発明の第２の態様によれば、磁気共鳴とＸ線の画像処理を用いる患者の一部の画像処
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理に使用するための構造的な支持部品が提供され、
　構造的な支持部品は、各々が１０ｍｍのサンプルに対して１０ｍｍ未満の厚さのアルミ
ニウム等価係数を有する、２つ以上の材料から形成され、
　構造的な支持部品は、磁気共鳴画像処理システムの画像処理領域に構造的な支持部品が
存在することで、画像を生成する際に画像内に許容できない歪みが生成されることがない
ように、配列されている。
　ここで、部品は、異なる物理的特徴を有する２つの異なる材料から作られる。
【００４２】
　本発明の第３の態様によれば、磁気共鳴とＸ線の画像処理を用いる患者の一部の画像処
理に使用するための構造的な支持部品が提供され、ここで、その部品は、ガラス布基板と
組み合わせたエポキシ樹脂から形成される。
【００４３】
　本発明の第４の態様によれば、磁気共鳴とＸ線の画像処理を用いる患者の一部の画像処
理で使用するための構造的な支持部品が提供され、ここで、その部品は、必要な部材を形
成するためにポリウレタンフォームまたはポリメタクリルイミド（ＰＭＩ）フォーム形状
から形成され、熱硬化性樹脂でコーティングされたアラミド繊維から形成された層でその
外面を覆われている。
【００４４】
　構造的な支持部品は、磁気共鳴画像処理システムと放射線（Ｘ線を含む）機器の両方と
共に使用する、頭部固定具、頭部支持具、開創器、画像処理ガイドシステムの基準プレー
ト（ｉｍａｇｉｎｇ　ｇｕｉｄｅ　ｓｙｓｔｅｍ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｐｌａｔｅｓ）
、および、プレートホルダなどの一連のデバイスの選択された１つを含むことができる。
上記の材料から形成される際、該部材は、それらのシステムによって得られる最終的な画
像には何の影響もない。これを得るために、材料は、強磁性部品（磁気共鳴画像処理シス
テムの低磁場に影響することがある）と、任意の電気伝導率を有する他の部品（磁気共鳴
画像処理システムのＲＦ場に影響することがある）のいずれも有していない。放射線学の
視点から見て、材料はアルミニウム等価係数が比較的低く、そのときにのみ、Ｘ線の出力
を高めることなく、低い信号対ノイズ比を有する明瞭なＸ線の画像処理（この材料を通し
て撮られた）を達成することができる。
【００４５】
　それらの材料のうちの１つを使用すること、または、ＭＲＩに適合した放射線透過性の
神経外科デバイスまたは介入デバイスの製造の際にそれらの材料の組み合わせとして使用
することで、正常な外科手術手順（例えば、患者を移動させること、道具を交換すること
など）を危険にさらすことなく、ＭＲＩとＸ線画像処理システム内にアーティファクトを
含まない優れた画像を得ることが可能になり、このことは、使用する患者の全体的な安全
性と手続きのワークフローに有益となる。
【００４６】
　使用される材料は、
　ａ）エポキシ樹脂バインダーを備えたガラスクロスラミネート（ｇｌａｓｓ　ｃｌｏｔ
ｈ　ｌａｍｉｎａｔｅ）であるＧａｒｏｌｉｔｅ　Ｇ１０／ＦＲ４、
　ｂ）不織布の任意の繊維ガラスと混合したポリフェニレンサルファイド（ＰＰＳ）、
　ｃ）内部のポリウレタンフォームまたはポリメタクリルイミド（ＰＭＩ）フォームとア
ラミド（ケブラー）の合成物、を含む。
【００４７】
　該材料は以下のものに使用することができる。
　頭部固定デバイスリンク、頭蓋骨用クランプ、および、スイベルアダプタ：それらのデ
バイスは、開放的な頭皮神経外科手術と頸椎手術の間の患者の位置付けと固定のために通
常は使用される。
　テーブルＨＦＤアダプタ：それらのデバイスは、頭部固定デバイスとＯＲテーブルとの
間で相互作用するために使用される。
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　頭部支持部：それらのデバイスは、開放的な頭皮神経外科手術の間の患者の位置付けの
ために通常は使用される。
　ＯＲテーブルサイドレールの結合金具：サイドレールとＯＲテーブルとの間で相互作用
するため。
　頚椎支持部：頸椎手術の間に患者の首を支持するため。
　定位ナビゲーション（ｓｔｅｒｅｏｔａｃｔｉｃ　ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ）のための頭
部フレーム：頭蓋内腫瘍に関して、頭蓋冠（ｃａｉｖａｒｉａ）にねじで取り付けられた
侵襲性の定位フレームは、ヨウ素種子の正確な挿入と脳のナビゲーションのために用いら
れてきた。
　定位性の搭器具（Ｓｔｅｒｅｏｔａｃｔｉｃ　ｔｏｗｅｒ　ａｐｐａｒａｔｕｓ）：こ
の器具は、剛性の半円形の頭部クランプ、患者の頭蓋骨にクランプをしっかりと固定する
ための３つの固定ピン、患者が横たわる手術台にクランプをしっかりと固定するためのコ
ネクタクランプで締め付け可能なジョイントを含み、いくつかの可能な位置のうちの１つ
の頭部クランプに固定された関節アームと、関節アームの遠位端部に固定された二重チャ
ックとを含む。
　画像処理グリッドとグリッドホルダ：異なる種類の腫瘍部位（胸、前立腺など）でナビ
ゲーション目的（画像処理、放射線治療）のために使用される。
　画像ガイドシステムの基準プレートとプレートホルダ：脳神経手術でナビゲーション目
的のために使用される。
　ＭＲ室（ｓｕｉｔｅ）と血管撮影室（ｓｕｉｔｅ）の両方とともに使用するための介入
的な心臓血管用途パッケージ：組み合わせた血管撮影室／神経学的手術室（ｎｅｕｒｏ　
ｓｕｉｔｅ）で使用される。
　天板
　頭部ホルダ
　テーブル延長ボード
　アームボード
　心臓のコイルエンクロージャ
　ＭＲ室と血管撮影室両方とともに使用するための介入および操作のための天板：組み合
わせた血管撮影室／神経手術室で使用される。
　ＭＲ室および可動式／固定式のＸ線装置とともに使用するための神経手術台：神経手術
室の一部として使用される。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】患者テーブル、テーブル上の患者を画像処理するための位置に移動可能なＭＲＩ
磁石、および、Ｘ線システムを移動させるための配置を示す、血管造影室の等角図法であ
る。
【図２】患者を載せるテーブルの等角図法であり、説明の便宜上、その基部は省略されて
いる。
【図３】図２の頭部クランプの拡大した縮尺の等角図法である。
【図４】図３の頭部クランプの一部の拡大した縮尺の等角図法である。
【図５】異なる材料から製造された部品を使用するＭＲ画像システムで得られた一連の画
像である。
【発明を実施するための形態】
【００４９】
　図１において、患者を患者支持テーブル上に固定したまま、患者の磁気共鳴映像法とＸ
線の画像処理を実行するための配置を示す。該配置は部屋（１）を提供し、部屋（１）に
は、磁石ベイ（ｍａｇｎｅｔ　ｂａｙ）（１Ａ）からＭＲ画像処理システムの磁石（３）
を該部屋へ入れるために部屋の一方の側の扉（２）によって、患者支持テーブル（１０）
が取り付けられている。この部屋には、レール（５）に取り付けられたＸ線画像処理シス
テム（４）が含まれ、Ｃ形状の支持部（８）に取り付けられたＸ線トランスミッタ（６）
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とレシーバー（７）がある。Ｘ線システムは、シーメンスのようなメーカーから市販され
ている従来の構造物である。本明細書に記載および例証したテーブル（１０）は、患者が
、ＭＲＩとＸ線を用いて行われている間にテーブル上の適切な位置に留まるような配置で
使用される。
【００５０】
　回転式のＭＲＩシステムが設計されると、さらに独特な複数部屋の配置、構造、および
、用途が可能である。この場合、ヘルスケア産業にとって財政的に有益で可能な様々な用
途を例証するために、以下の複数部屋構造が例として用いられる。
【００５１】
　磁石システム（３）は１分以内に部屋へと移動し、扉（２）は数秒で開くため、磁石シ
ステムの使用の有効性に対する限定因子は、患者を部屋から出し入れし、必要に応じて患
者に備え、および、患者と画像処理について議論することである。画像処理イベントの妥
当な時間は６０分であり、したがって、部屋からのＭＲＩスキャナの出し入れは、時間の
価値を限定するものではない。同様に、診断と介入処置の両方の必要性が生じると、複数
部屋システムの有効性は予定が立てにくくなる。以下の形態が現在可能である。
【００５２】
　磁石ベイ（１Ａ）を保持する中央の磁石が磁石と診察を受ける患者とを収容する三部屋
の診断配置は、部屋（１）と磁石保持ベイ（１Ａ）の上に図示されていないさらなる部屋
とを含む三部屋で組織される。部屋（１）への扉（２）が開き、磁石ベイ（１Ａ）を保持
する磁石は部屋（１）の一部になる。磁石が第２の部屋へ移動する際、磁石は移動しない
が、その診察台を伸張させることがあり、患者は診察台に横たわり、画像処理が行なわれ
、介入を行う必要性は見出されず、患者は診察台を下り、磁石は磁石保持ベイ内に戻り、
他の部屋の１つによって使用される準備ができている。その後、磁石はその診察台内に引
っ込み、その部屋用の扉に対して回転し、別の部屋の手順が始まる。この場合、磁石はレ
ールの上などの並進運動の方向には動かないが、たんに回転する。
【００５３】
　二部屋システムは病院の隅にある。この場合、磁石は回転して並進運動を行う。各々が
２つの９０度の方向に扉を備えた中心磁石保持室があり、磁石は、必要に応じてどの方向
にも診察台を回転させることができ、または、磁石の反対側の端部が最初に部屋に入るこ
とを可能にするために回転することができる。この手法によって、既存の診察の機能およ
び用途がいずれかの部屋で使用可能になり、または、両方の部屋が、磁石の制御と監視に
対してなんら重要な変化を与えることなく手術中の部屋として役立つことを可能にする。
この二部屋コーナーシステムは、回転磁石がなければ行うことができない。
【００５４】
　該システムは天井から吊るされるか、または、床に取り付けられたベアリングに取り付
けられることが可能であり、いずれかのシステムは磁石の回転を提供する。レールシステ
ムを用いて空間も並進運動することができるように、ＭＲｌシステムもレール上の天井か
ら吊るされることができる。回転メカニズムは、磁石とレールとの間、または、レール上
のいずれかに位置することができる。下方トラックと上方トラックの回転子は、異なる形
態に対して異なる特性を有している。下方トラック回転子は、既存の部位を最も簡単に改
良することを可能にし、一方で、上方トラック回転子は、レール、ＭＲＩシステム、およ
び、全ての関連するシステムが回転するという点で、鉄道の操車場にある円形機関車庫（
ｒｏｕｎｄｈｏｕｓｅ）のように作動する。
【００５５】
　上記の可動磁石と協働するＸ線システムを含む配置に目を向けると、システムは、患者
を同じテーブル上のいずれかのモダリティによって画像処理可能なように、Ｘ線システム
と一体化した可動磁石からなる。患者は動かない。
【００５６】
　ＭＲは、上記の２以上の部屋の間のオーバーヘッドレール上を移動する高磁場の水平型
または垂直型磁石システムである。記載されたシステムでは、これらの部屋の１つ以上は
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、単面または多面のいずれかのＸ線システムを含む。磁石がＸ線検査室から出て、１組の
ＲＦおよびＸ線遮蔽された扉が閉じられる際に、検査室は、従来のＸ線の研究所として機
能し、従来の機器と共に使用可能である。特に、Ｘ線のガイドされた介入が行なわれ得る
。
【００５７】
　その配置は、左側に血管造影室（ＡＲ）、中央に診断室（ＤＲ）、および、右側に手術
室を備えた、典型的な三部屋構造で使用されてもよい。磁石は部屋の間のオーバーヘッド
レール上を移動し、各部屋で画像処理を行うことができる。
【００５８】
　ＭＲ画像処理が必要な場合、Ｘ線機器が安全に積まれ、扉が開き、そして、磁石がテー
ブル上の患者越しに部屋に持ち込まれる。ＲＦ遮蔽はＡＲを包含するため、Ｘ線試験室の
機器はすべてＲＦを出さないように作られる。その後、ＭＲ画像処理を行なうことができ
る。その後、磁石が部屋から取り除かれ、扉は閉じられ、そして、Ｘ線機器はその作動位
置に戻される。
【００５９】
　ＭＲスキャナはＸ線を使用して得られた情報に相補的な情報を提供するために使用され
る。ＭＲスキャナは、例えば、介入後評価を行なうと同様に介入前に基礎評価を行なうた
めに使用可能である。そのような評価は、例えば、心臓または脳の潅流と生存率に関する
研究を含むこともある。
【００６０】
　このシステムの例示的なワークフローとして、選択的な処置と、急性脳卒中または急性
冠症候群のような緊急案件とを考慮する。
【００６１】
　選択的処置のワークフローでは、予備的なベースラインＭＲスキャンは、診断室または
血管造影室のいずれかの患者によって得られることができ、これは基本的に処置前のＭＲ
スキャンである。その目的は、臨床的に関連するベースラインパラメータを測定すること
である。心臓の手術については、このベースラインパラメータは、ベースライン心機能お
よび心筋生存度を含んでもよい。
【００６２】
　ＭＲスキャンの後、ＭＲ画像処理が診断室で行われるのであれば、患者は血管造影室に
移され、すでに血管造影室にいるのであれば、患者はそのままテーブルに残り、そこで、
必要に応じて、Ｘ線透視法下の通常の方法で、冠動脈造影または脳血管造影、および、冠
動脈血管形成術または脳血管形成術が行われ、その後、ステント装着が行われる。
【００６３】
　ＭＲスキャナ磁石は血管造影室に入り、適切なＭＲ画像を得る。ＭＲデータを調査し、
可能な限りＸ線データと相関させた後に、介入者は患者を退院させるか、または処置を継
続することができる。
【００６４】
　緊急案件のワークフローでは、患者は収容され、緊急救命室で準備をする（両そ頸部の
毛を剃ること、ＭＲ検査のスクリーニング、金属チェックなど）。患者は（ＥＣＧによっ
て急性心筋梗塞と診断された場合）ＡＲに運ばれ、そ頸部を介した血管アクセスが確立さ
れる。ＭＲ画像処理は、急性の患者の動きを最小限にするために、ベースライン評価につ
いてＡＲで行われ得る。心臓病に関する場合、スキャナは、ベースライン心機能と潅流の
画像処理のＭＲ評価のためにＡＲに持ち込まれる。脳卒中の場合には、ＭＲ画像は介入治
療が望ましいかどうかを明らかにする。両方の場合で、ＭＲベースライン画像処理は最小
時間で完了し、処理される。卒中と心臓病の両方の患者において、血管造影術と介入（閉
塞部位での血管形成、血栓除去、または、血栓溶解薬の送達）は、もし望まれるのであれ
ば、Ｘ線透視法下の通常の方法で行なわれる。
【００６５】
　ＭＲスキャナは、その後のＭＲ画像の獲得のためにＡＲに持ち込まれる。ＭＲ画像を調
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査し、Ｘ線データとの相関性を可能な限り調査した後、介入者は患者を退院させるか、ま
たは処置を継続する。
【００６６】
　図１に示されるＸ線システムを移動させるための配置では、ＭＲはＸ線検査室に入り、
テーブル（１０）の頭部端部越しに移動する。ＭＲの経路がちょうどＣアームスタンドの
位置を通るため、磁石が入る前に、後者を移動させなければならない。必要性に依存して
、フロアに取り付けられたＣアームスタンドは、フロアレール、フロアターンテーブル、
または、フロアか壁に取り付けられたブーム上を移動することがある。必要性に依存して
、天井に取り付けられたＣアームスタンドは、可動磁石レールから吊るされたプラットホ
ームにスタンドレールを取り付けることによって、または、スタンドレールを横方向に動
かす伸縮アームを備えたプラットホームにスタンドレールを固定することによって、テー
ブルの脚部端部に該スタンドを留めるための延長レールを用いて動かされる。
【００６７】
　天井に取り付けられたスタンドのためのムーバ（ｍｏｖｅｒ）とともに、フロアに取り
付けられたスタンドを移動させるための解決策を用いることで、二面システムを移動させ
る機構が提供される。ムーバは、非ゼロでの角度（例えば、９０度）でＭＲレールに単面
または二面の取り付け位置を提供することができる。
【００６８】
　患者取扱システム（ｐａｔｉｅｎｔ　ｈａｎｄｌｉｎｇ　ｓｙｓｔｅｍ）または支持テ
ーブルは、通常は（１０）で表されるような、図２乃至７で示される。患者支持テーブル
は、高さと方向性が所望の位置に患者支持テーブル部分（１２）を移動させることができ
る、従来の構造物の基部（１１）を含む。適切な駆動メカニズムと結合部は当該技術分野
では知られており、本明細書に記載する必要はない。患者を患者支持部分に横たわらせな
がら患者を支持するのに十分な表面積を明確にするために、基部（１２）の頂部には、繊
維強化したプラスチック材料で形成された一般的には平面の物体の形状で、患者支持部分
が取り付けられている。患者支持部分（１２）は、支持体部分によって支持される患者の
脚、身体、および、腕を受けて収容するのに十分な距離で間隔を置いて配された２つの側
端部（１４）と（１５）とともに、うつ伏せの患者の足元にまたは足元の上に後部縁（１
３）を含む。
【００６９】
　前端部（１６）には、患者の頭部を取り付けて支持するための頭部クランプ（２０）が
提供される。
【００７０】
　患者支持部分（１２）の頂部には、患者支持部分（１２）にのしかかるように形作られ
たマットレス（１８）が提供される。
【００７１】
　患者の構造的な支持部は、繊維強化された樹脂材料で形成された支持部分（１２）によ
って提供される。繊維強化された樹脂材料では、典型的な体重の患者を運ぶのに十分な強
度の構造部材を提供するために繊維がシートに置かれ、樹脂材料によって浸される。患者
支持部分が、磁石の操作、または、磁気共鳴画像で使用される必要な信号の生成と獲得に
影響を与えない材料で形成されるように、部分（１２）の構造で使用するために選択され
た繊維強化材は、曲げに対する必要な耐性を提供するのに十分な強度を有する繊維である
が、非導電性の繊維である。したがって、長い炭素繊維はその部分の構造物内に流れる電
流を発生させるか、電流がその部分の構造内を流れることを可能にして、そのような電流
が必要な信号に干渉してしまうため、炭素繊維を使用することはできない。電流は、磁石
内の高磁場、および、磁気共鳴画像処理で使用するための磁石内で生成される電気磁気信
号によって生成される。典型的には、ケブラー（商標）のようなアラミド繊維は、そのよ
うな構造で典型的に使用される炭素繊維の代わりに使用することができる。
【００７２】
　マットレスは、流体に耐性があり、臨床的状況で使用される滅菌のためにすぐに洗浄可
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能な外面を提供するように、膜で包まれた硬質のフォーム材料で形成される。
【００７３】
　患者取扱システムはしたがって以下の鍵となる要素：患者テーブル（１１）、頭部ホル
ダ（２０）、および、ＭＲ画像処理コイル（図示されず）を含む。鍵となる要素の一体化
を含む該システムは、十分な画質およびワークフローを維持する一方で、ＭＲＩとＸ線の
両方の画像処理モダリティを可能にするように特別に設計されている。
【００７４】
　患者テーブルは、患者がＭＲとＸ線の両方の画像処理モダリティで走査可能なように設
計されている。患者テーブルは２つの主要な要素：台座と天板からなる。天板は完全にＭ
ＲとＸ線に適合性を有し、台座はＭＲスキャンの間、画質に悪影響を及えず（すなわち、
磁場の均質性に悪影響を与えず）、台座は磁場から強烈な力を受けたりもしない。台座（
Ｘ線に対して適合性を有していない）が画像処理部位から十分に離れた距離にあるように
、天板は位置付けられる。天板は、頭部ホルダ、アームボード、および、ＭＲ画像処理コ
イルを一体化する。
【００７５】
　頭部ホルダは処置の間に患者の頭部を支持し、ＭＲとＸ線に適合していなければならな
い。頭部ホルダは、位置決めして取り除くのが非常に効率的な方法で患者テーブルに一体
化される。ＭＲ画像処理頭部コイルも、頭部ホルダに一体化されることがあり、画像処理
部位で容易に位置決めと取り外しがされる。
【００７６】
　ＭＲ画像処理コイルは、頭部と上部脊椎を画像処理するための頭部コイルからなる。Ｍ
ＲコイルはＸ線に適合していないため、患者を移動させたり、患者に干渉したりする必要
なく、画像処理モダリティを切り替える際に、位置決めしたり画像処理領域から取り除か
れたりする。
【００７７】
　特定の医療手技の間、Ｘ線とＭＲの両方の画像処理モダリティが、手技中の別の時間に
採用されることもある。ＭＲＩコイルはＸ線に適合していないため、ＭＲＩとＸ線の画像
処理の間で切り替える際に、すばやく簡単にコイルを位置決めしたり取り除いたりする必
要がある。処置中に固定された位置で患者を留めておく必要がある場合については、患者
を少しも移動させたり移したりすることなく、画像処理コイルを位置決めしたり取り除い
たりしなければならない。例えば、頭蓋の処置は、全ての処置の間、患者の頭部を守るた
めに頭部ホルダを採用する。ＭＲ画像処理頭部コイルは、患者の頭部または頭部ホルダを
少しも移動させることなく、頭部ホルダ周辺に容易に位置決めされる。
【００７８】
　患者テーブルは、完全にＭＲおよびＸ線に適合している天板からなる。天板は、患者を
少しも移動させたり移したりすることなく、コイルを位置付けして取り除くという特別な
特徴と、頭部コイルや心臓コイルなどの様々なＭＲ画像処理コイルとの一体化を可能にす
る。
【００７９】
　天板は、頭部ホルダを容易に位置決めして取り除く手段も含み、これは、天板の頭部端
部の周囲に隆起部（ｒｉｄｇｅ）または突起部（ｌｅｄｇｅ）を含み、ここで頭部ホルダ
はあり継ぎ形状インターフェース（ｄｏｖｅｔａｉｌ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）によってス
ライドする。画像処理頭部コイルも、このやり方でテーブルに一体化される。
【００８０】
　頭部ホルダとテーブルアダプタの組み立て体は、処置の間に頭部を固定する頭部ホルダ
と、患者テーブルに頭部ホルダを固定するとともに頭部ホルダの位置／配置を調節する手
段も提供するテーブルアダプタとを含む。全ての組み立て体は、完全にＭＲとＸ線に適合
性を有する。蹄鉄頭部ホルダ、スリング型（ｓｌｉｎｇ）／サスペンダー型（ｓｕｓｐｅ
ｎｄｅｒ）頭部ホルダ、および、頭部クレードル（ｃｒａｄｌｅ）を含む、患者の頭部を
固定する様々な手段がある。蹄鉄頭部ホルダは、ゲル、フォーム、または、膨らませた枕



(13) JP 5531371 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

によって衝撃を和らげる剛性のフレームを含み、患者の頭部の側面および頂部は、ストラ
ップによって、または、側部の緩衝材によって支持され得る。フレームは、頭部のサイズ
の大きな領域を収容するために調節可能である。スリング／サスペンダー型の頭部ホルダ
は、頭部の後部および側部を支持するために、スリングに形作られる軟質材料（例えば、
織物）からなる。頭頂部は織物ストラップに支持され、エアーパッキンは、テーブルアダ
プタがスリング／サスペンダー型頭部ホルダに連結する頭部の衝撃を和らげるために、ス
リングの側部にある材料の層の間に挿入される。頭部クレードルは患者の頭部と頸部を抱
えるスコップ形状のデバイスであり、該デバイスは、（快適さのために）患者の後頭部の
衝撃を和らげるために、および、患者が左右に頭部を移動させるのを防ぐために、フォー
ムまたは膨張式の空気枕を含む。膨張式の枕の１つのさらなる特徴は、それが頭部をわず
かに下に下げるように収縮するため、その結果、それが、患者の頭部の真下に直接位置決
めされるＭＲ画像処理頭部コイルの一部にさらに接近し、ＭＲの画質を高めることになる
ということである。テーブルアダプタは、頭部ホルダの前（患者の頭部から最も近く）、
頭部ホルダの後ろ（患者テーブルからもっとも遠く）、頭部ホルダの側部に沿って、また
は、頭部ホルダの頂部に沿って、などといった様々な方向で頭部ホルダと連結してもよい
。
【００８１】
　図２と３で示す頭部ホルダは従来の設計であり、２つの取り付けピン（２３）によって
テーブル（２０）の端面に接続された取り付け部分（２２）を含む。取り付け部分は、リ
ンク（２５）に接続してこれを支持する、中央ボス（２４）を含む。リンク（２５）は、
２つのアーム（２７）と、所望の位置に頭部を取り付ける様々な位置に頭部ホルダクラン
プ（２８）を移動させることが可能な複数のスイベル接続ジョイント（ｓｗｉｖｅｌ　ｃ
ｏｎｎｅｃｔｉｎｇ　ｊｏｉｎｔｓ）（２６）とによって形成される。クランプ（２８）
は、ラック（３１）に間隔をおいて調節することができる２つのアーム（２９）および（
３０）上で支えられる３点支持部を含む。その支持部の１つがねじ（３２）上で支えられ
ることで、クランプを所望のように頭部をはめ込むことが可能である。
【００８２】
　頭部ホルダ（２０）の構成要素は以下に述べられた材料から形成される。多くの場合、
該部分は材料の供給部分から機械加工される。それ以外の場合、該部分は製作される。
【００８３】
　図４では、反対の端部にスイベル結合部（２６）を備えたアーム（２７）の１つである
、関連部分の一例が示されている。各々のスイベル結合部は、環状の鋸歯状表面（２６Ａ
）を含む。該表面は、次の部分の対応する表面と適合し、その結果、該関連部分は角度調
節を提供するように中心軸の周りを回転することができる。
【００８４】
　図４で示す例において、アーム（２７）は、端部で２つの端部結合部分（３６）を支え
る主要な伸張可能なバー（３５）から製造される。各々の端部結合部分は、環状の鋸歯状
表面（２６Ａ）を規定する２つのディスク部分（３７）を支える。
【００８５】
　端部結合部分（３６）は、機械加工のための所望の強度と能力を提供するために選択さ
れる材料から形成される。使用される材料の１つの例は、コードＧ１０－ＦＲ４（ＦＲ４
）の下で製造されるＧａｒｏｌｉｔｅである。これは、ガラス布基板と組み合わせた、防
火性（ｆｉｒｅ　ｒａｔｅｄ）で電気等級の、誘電性ガラス繊維積層品エポキシ樹脂シス
テムである。「ＦＲ４」という省略形は、Ｆ（Ｆｌａｍｅ（炎）の）およびＲ（ｒｅｔａ
ｒｄａｎｃｙ（遅延化）の）を意味し、４は４番目のエポキシであることを意味する。Ｆ
Ｒ４等級は、乾燥した高湿度条件下での優れた化学的耐性、防火性（ｆｌａｍｅ　ｒａｔ
ｉｎｇ）（ＵＬ９４－ＶＯ）、および、電気的性質を提示する。ＦＲ４は、同様に、１３
０℃までの温度で、高い屈曲性の、耐衝撃性の、高い機械的強度および結合強度も特色と
する。
【００８６】



(14) JP 5531371 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

　ガラス繊維によって強化されたエポキシ樹脂である、同じ特徴の他の材料を選択するこ
とができる。ガラス繊維を使用することによって、従来はＸ線画像処理で使用するために
アルミニウム等価係数を改善して減少させると信じられていたものの、画像中に歪みとア
ーティファクトを生成するためにＭＲ画像処理には許容できないことが分かった綿などの
他の強化繊維から製造された部分よりも、完成品をさらに薄くすることが可能である。
【００８７】
　円形のディスク（３７）は、不織布の任意の繊維ガラスと混合させたポリフェニレンサ
ルファイドから形成される。ポリフェニレンサルファイド（ＰＰＳ）は、熱耐性、機械的
耐性および化学的耐性の特性の優れた組み合わせを提供する高性能の半結晶性ポリマーで
ある。高温安定性、硬度、および、高温での化学的耐性を必要とする用途は、ポリフェニ
レンサルファイドの好適な候補である。
【００８８】
　バー（３５）は、アラミド繊維の層によって囲まれたポリウレタンまたはポリメタクリ
ルイミドフォームの合成物から形成される。ポリウレタンフォームは、（カルバメート）
リンクによって連結された一連の有機単位からなるポリマーである。ポリウレタンポリマ
ーは、少なくとも２つのイソシアネート官能基を包含するモノマーを、触媒の存在下で少
なくとも２つのアルコール基を包含する別のモノマーと反応させることによって形成され
る。
【００８９】
　ポリメタクリルイミドフォームは、メタクリル酸とメタクリロニトリルのコポリマーシ
ートの熱膨張によって生成される。発泡処理中に、コポリマーシートはＰＭＩ－ポリメタ
クリルイミドに変換される。アルコールは発泡剤として使用される。それは非常に均質な
セル構造および等方性の特性を有する。
【００９０】
　フォームコアは所望の形状に機械加工され、挿入物は締め具を提供するために利用され
てもよい。機械加工されたフォーム部分は、その後、アラミド繊維から形成された織布の
層で覆われる。アラミド繊維は耐熱性で強固な合成繊維の類のものである。アラミド繊維
は、鎖状分子が繊維軸に沿って高度に配向した繊維であり、したがって、化学結合の強度
を開発することができる。織られたシートは、覆っている（複数の）層がフォームコア周
辺で巻きつけられた後にプレス機で硬化可能な非硬化ポリマーに、埋め込まれて供給され
る。その硬化作用は、所望の強度の構造用複合材料部分を提供するようにコアを層に結合
する。当然のことながら、この部分は一度形成されると機械加工することができず、した
がって、端部結合部分（３６）は、機械加工できる材料から形成され、ねじ締め具（図示
せず）とエポキシによって構造的なバーに固定される。
【００９１】
　図５はＭＲ画像処理で得られた一連の画像を示しており、これらの画像は、ベースライ
ン材料および従来のＮｏｖｏｔｅｘと比較して、上記の材料とともにベースライン材料を
示す。
【００９２】
　この試験手順はＭＲＩシステムとの材料の適合性を確認するために使用される。
【００９３】
　試験は、材料が信号対雑音比（ＳＮＲ）に影響しないことを確認するために行なわれる
。試験用の対象は身体観察（ｂｏｄｙ　ｓｃｏｕｔ）を利用した測定が可能なものでなけ
ればならない。身体観察測定の間、ＳＮＲを１０％以内にしなければならない。
【００９４】
　定磁場の均一性（ＢＯ）。試験用の対象は、磁場のいかなる不均一性も引き起こさない
はずである。
【００９５】
　ＲＦ場（勾配磁場）の歪み。試験用の対象はＲＦ場のいかなる不均一性も引き起こさな
いはずである。
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【００９６】
　エコー時間の短い信号を発生させない。特定の材料はエコー時間の非常に短いＭＲ信号
（すなわち、プラスチック）を引き起こす。ＭＲコイルはこれに非常に敏感である。関心
領域に映すことができる、考えられるアーティファクト上の重なりが生じることもある。
したがって、試験対象はＭＲ信号を生成しないはずである。
【００９７】
　上記の材料によって得られた画像が図５に示され、該画像は、Ｎｏｖｏｔｅｘ製品がＭ
Ｒ画像手順の間に得られた画像の重大かつ許容できない歪みを生成し、その一方で、先に
定義した材料がそのような目に見える歪みを提供しないということを示している。
【００９８】
　以下の表は、従来のＮｏｖｏｔｅｘと比較して、上記の材料を含む多くの材料のアルミ
ニウム等価係数を示す。
【００９９】
【表１】

【０１００】
　この手法が適用されることで、数値的方法で材料を適格とする唯一の方法である試験材
料のＸ線減弱を評価し、国際規制機関（ＦＤＡ、ＩＥＣなど）の一部として適合し、かつ
、正常なＸ線曝露によってはかならず何の有害な影響も患者に誘発されないようにする。
【０１０１】
　アルミニウム等価は、試験される材料と同じＸ線減弱を与える１１００アルミニウムの
厚さである。その減弱は特定のビーム質のＸ線で測定されなければならない。
【０１０２】
　ビーム質は、Ｘ線ビームの硬度（相対的な透過能）の一つの尺度である。それは２つの
数：（１）エックス線管電圧（ｋＶｐ）と、（２）半価層（ＨＶＬ）として知られている
、ビームの照射線量率を２分の１に減らす１１００アルミニウムの厚さとによって指定さ
れる。
【０１０３】
　ＩＥＣとＦＤＡの目的のために、アルミニウム等価は１００　ｋＶｐで３．７ｍｍの半
価層を有するビームで測定される。
【０１０４】
　したがって、上記の部分（２７）は、磁気共鳴とＸ線画像処理を用いる、患者の一部の
画像処理に使用するための構造的な支持部品を定義し、構造的な支持部品は、各々が１０
ｍｍ未満のアルミニウム等価係数、好ましくは、ほぼ５～５ｍｍのアルミニウム等価係数
を有する、１以上の材料から形成される。
【０１０５】
　図５に示されるように、画像を生成する際に、磁気共鳴画像処理システムの画像処理領
域にこの構造的な支持部品が存在することで、画像中に任意の目で確認できる歪みが生じ
ないように、構造的な支持部品は配列される。
【０１０６】
　完成部品は、アルミニウム等化数と、ＭＲ画像の視覚的な妨害（もし、あるとして）の
レベルとを測定するために、完全なＸ線試験を受けなければならない。
【０１０７】
　それは構造と機能に依存した上記のような全ての部分に関して必要不可欠ではないが、
ほとんどの場合、該部品は、異なる物理的特徴を有する２以上の異なる材料から形成され
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る。したがって、ディスク（３７）のために用いられる材料の１つはより硬く、２つの別
の部品が隣接する摩耗部品を形成するために使用される。同様に、材料の１つはより堅く
、伸張可能なバー（３５）を形成するために使用される。
【０１０８】
　好ましくは、（３５）で示されるような部品は、異なる物理的特徴を有する３つの異な
る材料から形成され、第１の材料は伸張可能なバー（３６）を形成するために選択され、
第２の材料はバー（３６）の端部部分を形成するために選択され、および、第３の材料は
端部部分に取り付けられる摩耗部品（３７）を形成するために選択される。

【図１】 【図２】
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